
第1章

労働基準法

●労働基準法とは何か？

労働基準法（略して「労基法」と言われます）は、一言でいえば職
場のルールを定めた法律です。
企業は自由競争の原理の中で、利益を追求することを目的として活
動しています。仮に職場のルールがなければ、利益を追求するためな
ら労働者を１日20時間働かせても良いと考える企業があるかもしれま
せん。これでは労働者の健康を害し、人間らしい生活をすることがで
きなくなってしまいます。
そのような事態が生じることがないように、労働条件の最低限度の
基準を定めた法律が労働基準法です。

労基法が定めている主要項目

・労働条件
・労働契約の成立と終了
・賃金
・労働時間、休憩、休日
・年次有給休暇
・妊産婦
・就業規則




